
岡山県家庭教育応援条例 

 

 家庭教育は、全ての教育の出発点であり、子どもの健やかな育ちの基盤を作るために極めて重

要である。子どもは、親や保護者との愛情や絆、家庭での触れ合い等を通じ、基本的な生活習慣

や自立心、自制心、社会のルール等を身に付け、知・徳・体の調和のとれた人格を形成する。 

 近年、共働き世帯やひとり親世帯の増加といった家族形態の変容や、経済的な問題など社会環

境が変化していく中で、暮らしにゆとりのない家庭が増えつつある。また、地域のつながりの希

薄化等を背景として、保護者が子育ての悩みや不安を抱えたまま孤立してしまうこともある。こ

のような家庭を取り巻く環境の様々な変化に伴い、家庭や地域の教育力の低下が大きな問題とな

っている。 

  岡山県では、これまでも家庭教育を支援する取組を行っているが、複雑かつ多様化する社会環

境に対応した支援を行うためには、今こそ、各関係者が連携を図り、各家庭の自主性を尊重しつ

つ、社会全体で家庭教育を支えていくことが必要である。 

  そこで、地域の宝であり、未来への希望である子どもたちのため、全ての保護者が安心して家

庭教育を行うことができるよう社会全体で応援する「家庭教育応援県岡山」の実現を目指し、こ

こに条例を制定する。 

 （目的） 

第一条 この条例は、家庭教育の支援について、基本理念及びその実現を図るために必要な事項

を定め、家庭教育を支援するための施策（以下「家庭教育支援施策」という。）を総合的に推

進し、保護者が学び、成長していくこと及び子どもが将来親になる選択をした場合のために学

ぶことを促すとともに、子どもの健全な成長のために必要な生活習慣の確立、自立心の育成及

び心身の健やかな発達に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この条例において「家庭教育」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、子どもを現に監護するものをいう。以下同じ。）が、その子どもに対して行う教育をい

う。 

２ この条例において「子ども」とは、おおむね十八歳未満の者をいう。 

３ この条例において「学校等」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規

定する学校（大学を除く。）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一

項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第六項に規定する認定こども園をいう。 



４ この条例において、「地域活動団体」とは、地域的な共同活動を行う団体をいう。 

 （基本理念） 

第三条 家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基

本的認識の下に、県、市町村、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の社会の全て

の構成員が、家庭における自主性を尊重しつつ、それぞれの役割を果たすとともに、相互に協

力しながら、一体的に取り組むことを旨として行わなければならない。 

２ 家庭教育の支援は、一人一人の子どものかけがえのない個性を尊重するとともに、多様な家

庭環境に十分配慮して行わなければならない。 

３ 家庭教育の支援は、幼児期における教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので

あることに鑑み、とりわけ幼児期に重点を置いて行わなければならない。    

 （県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもに関わ

る各部署が家庭教育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育支援施策を総合的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、前項の規定により家庭教育支援施策を策定し、及び実施するときは、市町村、保護

者、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関係者と連携して取り組むこととし、

保護者及び子どもの障害の有無、ひとり親家庭の存在、保護者の経済状況その他の家庭状況の

多様性に十分配慮するものとする。 

 （市町村との連携等） 

第五条 県は、市町村が家庭教育支援施策を策定し、又は実施するときは、市町村と連携すると

ともに、市町村に対して情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

 （保護者の役割） 

第六条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもの健全な成長のために必要な生活習慣の確立、

自立心の育成及び心身の健やかな発達を図るよう努めるものとする。 

２ 保護者は、家庭教育を充実させるため、学校等と連携するよう努めるものとする。 

 （学校等の役割） 

第七条 学校等は、基本理念にのっとり、保護者、地域住民、地域活動団体等と連携して、子ど

もの健全な成長のために必要な生活習慣を身に付けさせるとともに、自立心の育成及び心身の

健やかな発達を図るよう努めるものとする。 

２ 学校等は、県及び市町村が実施する家庭教育支援施策に協力するよう努めるものとする。 

 （地域住民等の役割） 



第八条 地域住民は、基本理念にのっとり、保護者及び学校等と連携して、家庭教育を行うため

に良好な地域環境の整備に努めるとともに、地域の歴史、伝統、文化、行事等を伝えることを

通じ、子どもの健全な育成に努めるものとする。 

２ 地域活動団体は、基本理念にのっとり、保護者及び学校等と連携して、家庭教育を支援する

ための取組を積極的に行うよう努めるものとする。 

３ 地域住民及び地域活動団体は、県及び市町村が実施する家庭教育支援施策に協力するよう努

めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第九条 事業者は、基本理念にのっとり、家庭教育における保護者の役割の重要性に鑑み、その

雇用する従業員の仕事と家庭生活との両立が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるも

のとする。 

２ 事業者は、県及び市町村が実施する家庭教育支援施策に協力するよう努めるものとする。 

  （保護者、学校等、地域住民等の連携した活動の促進等） 

第十条 県は、保護者、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関係者が相互に連携

し、及び協力して取り組む家庭教育を支援するための活動の促進を図るとともに、県民皆で支

え合う環境づくりを推進するものとする。 

 （保護者の学びの支援） 

第十一条 県は、保護者の学び（保護者が、子どもの発達段階に応じて重視すべき家庭教育の内

容、子育ての知識その他の保護者として必要なことを学ぶこと、互いに交流すること等をい

う。次項において同じ。）を支援する学習方法の開発及び普及を図るものとする。 

２ 県は、保護者の学びの機会を提供するとともに、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者

その他の関係者の取組に対し支援するものとする。 

（親になる選択をした場合のための学びの支援） 

第十二条 県は、親になる選択をした場合のための学び（子どもが、家庭の役割、子育ての意義

その他の将来親になる選択をした場合のために学ぶことをいう。次項において同じ。）を支援

する学習方法の開発及び普及を図るものとする。 

２ 県は、親になる選択をした場合のための学びの機会を提供するとともに、学校等、地域住

民、地域活動団体、事業者その他の関係者の取組に対し支援するものとする。 

 （人材養成等） 

第十三条 県は、家庭教育に関する支援を行う人材の養成、資質の向上及び相互の連携を推進す

るものとする。 



 （相談体制の整備等） 

第十四条 県は、家庭教育に関する相談に応ずるため、相談体制の整備及び充実、相談窓口の周

知その他の必要な施策を講ずるものとする。 

  （広報及び啓発） 

第十五条 県は、家庭教育の支援に関する社会的気運を醸成するため、家庭教育において保護者

の果たす役割及び社会の全ての構成員が家庭教育を支援することの重要性について、県民の理

解を深めるとともに、意識を高めるための広報及び啓発を行うものとする。 

 （財政上の措置） 

第十六条 県は、家庭教育支援施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 （公表） 

第十七条 県は、毎年度、県の家庭教育支援施策の実施状況を公表するものとする。 

 （家庭教育を応援する日） 

第十八条 県は、家庭教育を充実させるため、岡山県家庭教育応援の日（十一月の第三日曜日）

を定め、家庭教育についての県民の関心及び理解を深めるための啓発活動その他の事業を実施

するよう努めるものとする。 

   附 則 

 （施行日） 

１ この条例は、令和四年四月一日から施行する。 

  （検討） 

２ 県は、この条例の施行後三年を超えない期間ごとに、県民の意見、社会情勢の変化等を踏ま

え、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする。 


